フランスにおける所得税等に対する寄付金控除終了のご案内（2011年8月16日）
平成23年8月16日

在マルセイユ日本国総領事館

　総領事館が開設した義援金受付専用の口座は、仏政府より、特別に、仏における所得税又は法人税に対する寄付金控除の対象となる口座として指定されておりますが、寄付金控除期間は８月３１日で終了いたします。

　総領事館での控除関連の書類の送付は、同日までに口座への振り込みがなされたことが、口座の記録上確認された寄付金控除希望の方に対してのみとなります。

　小切手あるいは現金を総領事館に郵送される、または、持ち込まれる場合は、口座への入金に日数がかかりますのでご注意ください。 

　なお、控除期間に変更が生じた場合には、改めてホームページに掲載いたします。 

 　◎義援金に関する情報の送付先：consulatjapon.marseille@wanadoo.fr
